
事 務 連 絡 

令和６年６月２５日 

 

事 業 主 様 

神戸機械金属健康保険組合 

 

契約保養施設補助金対象施設「亀の井ホテル」の契約終了について 

 

 平素から当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 当健康保険組合では、被保険者及び被扶養者の皆様の健康の保持増進を図るため、

「契約保養所」とした施設を利用していただき、利用された方に利用補助金を支給し

ていますが、この対象施設である「亀の井ホテル」との契約が令和６年７月３１日を

もって終了しますので、お知らせいたします。 

 

● 亀の井ホテル  令和６年７月３１日付契約終了 

 


